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足
利
時
代

に
於
け
ろ
上
流
武
士
の
公
私
生
活

－
大
館
持
房
行
駿
の
研
究
i

三
　
浦

周
　
．
行

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
大
館
持
房
行
駿
の
解
題

　
足
利
時
代
は
一
般
に
壷
錐
に
乏
し
い
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
公
家
に
は
其
日
常
の
公
私
生
活
を
窺
ふ
べ
き
資
料
が

矯
記
を
始
め
と
し
て
な
い
で
は
な
い
が
、
武
家
は
一
位
に
文
質
に
乏
し
い
爲
め
に
、
こ
れ
に
匹
敵
す
べ
き
正
確
な
る
根

壷
料
を
得
難
い
讐
・
を
免
れ
ぬ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
り

・
そ
れ
に
つ
い
て
私
の
今
説
か
ん
ご
す
る
大
館
持
房
行
状
に
は
何
程
か
其
鮫
陥
を
補
ふ
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
大
館
持

房
行
歌
は
詳
し
く
言
へ
ば
、
『
故
総
州
大
守
源
公
持
房
豊
漁
院
殿
高
門
常
態
灘
門
行
歌
』
で
あ
る
。
総
州
大
守
ε
は
持
房
が

上
総
守
で
あ
っ
た
事
を
い
ひ
、
景
塵
藤
壷
ご
は
其
院
號
で
あ
り
、
高
門
ご
は
其
法
権
、
三
審
ご
は
其
法
名
で
あ
る
。
而

し
て
此
行
状
の
著
者
周
面
は
字
を
景
徐
こ
い
ひ
、
宜
竹
、
年
隠
、
宮
松
の
號
が
あ
る
。
五
歳
の
時
、
相
國
寺
に
入
っ
て

中
仙
用
堂
に
就
き
、
後
、
其
嗣
法
こ
な
っ
た
。
中
材
用
堂
は
相
國
寺
の
前
住
で
あ
っ
て
、
將
軍
義
持
の
崇
敬
を
受
け
た

一
時
の
帰
宅
で
あ
る
。
　
（
蔭
凍
軒
日
録
）
景
徳
寺
、
等
持
寺
、
縮
國
寺
に
歴
住
し
、
僑
隷
司
に
任
せ
ら
れ
て
鹿
苑
院
で

灘
林
の
事
務
を
統
轄
す
る
こ
ご
六
歳
、
相
盛
寺
に
住
す
る
こ
ε
も
入
回
に
及
ん
だ
。
蔭
涼
軒
臼
鎌
の
著
者
集
謹
の
評
を

　
　
　
　
桝
疋
謝
別
両
三
に
於
け
る
上
流
武
士
の
岬
上
歯
町
生
活
　
（
一
二
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
よ
ハ
巷
　

第
＝
號
　
　
　
　
二
…



　
　
　
　
足
利
二
代
に
詠
於
沖
り
る
ト
置
磯
武
十
一
の
公
灘
凹
生
泌
　

（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　

第
一
號
　
　
　
　
ご
二

借
り
て
い
ふ
な
ら
ば
、
「
彼
景
帯
解
成
人
才
力
…
篠
入
、
殊
二
心
法
諺
混
當
代
之
入
、
於
五
岳
内
、
萬
衆
重
服
之
如
蹄
市
、

誠
可
貴
之
人
也
」
ご
あ
る
。
相
國
寺
の
萬
里
集
九
の
如
き
も
、
彼
れ
を
主
思
ゼ
崇
め
て
み
る
。
（
梅
花
無
盤
藏
）
彼
れ
が

濟
輩
の
閥
に
推
重
さ
れ
つ
、
あ
っ
た
こ
ビ
が
知
れ
る
Q
延
徳
二
年
、
彼
れ
が
等
持
寺
に
あ
っ
だ
頃
、
幕
府
は
是
迄
の
遣

明
正
使
が
其
人
を
得
な
い
認
め
、
田
本
の
恥
辱
ご
な
る
こ
ε
が
あ
っ
た
か
ら
、
特
に
彼
れ
の
才
を
選
ん
で
遣
明
正
使
た

る
べ
き
内
命
を
傳
へ
允
が
、
彼
れ
は
窪
身
が
病
麗
、
不
才
で
手
任
に
堪
へ
澱
こ
い
っ
て
圃
僻
し
て
已
ま
な
か
っ
た
。
叉

此
内
命
を
傳
へ
た
蔭
凍
軒
集
讃
も
彼
れ
ご
は
四
十
絵
年
來
の
交
友
ε
し
て
最
も
能
く
其
入
ご
懲
り
を
知
っ
て
み
る
が
、

彼
れ
は
世
事
に
渋
く
、
殊
に
幼
少
よ
り
多
病
で
あ
っ
て
、
只
常
に
文
字
を
弄
し
、
談
義
、
護
書
、
詩
交
の
外
に
何
の
求

む
る
こ
こ
ろ
も
な
く
、
正
使
に
は
適
せ
ぬ
ご
忠
言
し
た
長
め
に
、
沙
汰
止
こ
な
っ
た
。
（
極
重
軒
日
録
）
併
し
彼
れ
は
命

を
承
け
て
將
軍
が
日
本
國
王
こ
し
て
明
に
馨
る
書
翰
を
起
草
し
、
又
屡
説
軍
の
朝
鮮
に
号
す
書
を
も
草
し
π
。
彼
れ
の

詩
文
集
に
は
翰
林
藷
麗
集
が
あ
る
Q
宜
竹
獲
稿
は
其
一
部
の
抄
録
に
過
ぎ
な
い
。

　
延
徳
三
年
正
月
に
蓑
政
が
麗
じ
た
か
ら
、
其
後
を
繋
い
だ
義
材
（
画
譜
）
は
義
政
の
爲
め
に
相
國
寺
十
三
塔
頭
の
内
の

一
を
慈
照
院
ε
な
さ
ん
ご
し
、
在
中
中
学
和
樹
の
開
山
で
、
當
時
局
麟
が
院
主
こ
な
っ
て
み
だ
大
徳
院
を
こ
れ
に
充
て
、

此
軽
輩
を
以
て
東
山
の
慈
照
院
は
其
寺
號
を
慈
照
寺
に
改
む
る
事
ε
し
た
。
義
政
の
東
山
の
別
業
を
寺
こ
し
て
義
政
の

墳
菓
あ
地
こ
す
る
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
山
門
に
異
議
が
あ
っ
た
爲
め
に
、
義
政
の
麗
後
、
遺
骨
は
等
持
院
に
愛
せ
ら

れ
た
。
其
後
一
旦
湘
國
寺
の
大
智
院
に
預
け
て
あ
っ
た
義
政
の
遺
骨
は
、
叢
像
、
屏
風
等
の
遺
物
8
豆
汁
慈
照
院
に
移
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さ
れ
て
み
る
。
周
麟
は
永
正
十
五
年
三
月
、
七
十
九
歳
で
、
此
慈
照
院
の
宜
竹
軒
で
示
寂
し
み
た
の
で
あ
る
。

　
慈
照
院
に
は
現
に
周
麟
の
自
画
賛
を
傳
へ
て
る
る
。
こ
れ
を
見
る
ご
、
其
幼
少
よ
り
多
病
こ
い
ふ
に
似
す
歌
貌
は
魁

偉
で
あ
る
が
、
眉
昌
は
温
雅
で
親
し
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
彼
れ
の
自
賛
の
語
は
、

　
　
滋
也
求
座
、
喚
雷
鳥
滋
、
灘
其
墾
謄
、
認
諾
臼
繹
、
阿
呵
々
、
出
世
四
所
、
住
山
萬
年
、
蟹
足
下
足
、
白
日
青
天
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宜
竹
景
徐
曳

ご
あ
っ
て
、
其
左
方
に
次
の
傍
註
が
附
記
さ
れ
て
み
る
。

　
　
干
時
六
十
二
歳
・
領
南
灘
帖
・
以
故
命
工
作
紫
衣
・
　
　
麟
一
　
　
　
　
　
　
　
’

周
麟
の
書
写
馨
文
箋
年
に
嘗
・
・
早
撃
讐
同
歯
成
つ
砦
の
で
あ
・
．
周
麟
は
み
つ
か
ら
此
覆
暴
倒

衣
を
纒
う
て
る
る
事
を
説
明
し
て
み
る
が
、
疲
れ
が
南
藤
寺
の
長
老
こ
な
っ
た
事
は
其
傳
記
に
載
せ
て
み
な
い
か
ら
、

こ
れ
に
櫨
…
つ
て
其
逡
漏
…
「
を
補
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
周
麟
の
傳
記
の
補
遺
ご
す
べ
き
は
此
一
事
に
止
ま
ら
澱
Q
彼
れ
の
寓
自
に
つ
い
て
は
、
俗
姓
佐
々
木
氏
ε
書
い
淀
も

の
、
あ
る
外
に
は
詳
し
い
事
が
傳
は
つ
て
み
な
い
。
然
る
に
此
行
状
を
見
る
ご
、
彼
れ
は
大
館
氏
の
人
で
あ
っ
て
、
佐

々
木
氏
で
は
な
い
。
大
館
、
佐
々
木
何
れ
も
源
氏
で
は
あ
る
が
、
前
者
は
清
和
源
氏
で
あ
っ
て
、
後
者
は
宇
多
源
氏
で

あ
る
か
ら
，
も
と
よ
り
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
而
か
も
斯
く
混
同
さ
れ
た
に
つ
い
て
も
、
此
行
状
に
其
索
線
が
求
め

ら
れ
る
。

　
　
　
　
超
利
三
代
に
於
け
ろ
上
流
武
士
の
公
私
止
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
第
一
号
　
　
　
二
三



　
　
　
　
足
利
二
代
に
於
け
ろ
上
流
武
士
の
公
楓
生
活
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
谷
第
一
號
　
　
　
二
四

　
大
館
氏
の
出
な
る
周
麟
が
其
事
持
房
の
一
生
を
細
叙
し
た
も
の
が
此
行
状
で
あ
る
。
彼
れ
が
謬
言
の
子
で
あ
る
事
は

萬
里
が
答
等
持
桃
源
灘
師
書
に
、
「
伏
樋
宜
竹
主
盟
、
今
蕪
結
制
、
蝶
仰
矯
面
取
、
説
法
聾
動
四
坤
、
雛
祝
々
千
豊
艶
打
、
以
不

浄
景
鷹
翁
髄
早
撃
嚇
酸
黒
斑
景
盗
聞
之
爲
遺
恨
也
」
ご
あ
る
交
中
に
も
見
え
る
。
（
梅
花
無
誰
藏
）
文
明
十
七
年
四
月
二
十
八
日

に
相
國
寺
の
新
住
持
こ
し
て
景
三
の
入
院
式
に
臨
ん
だ
義
政
が
、
上
堂
の
灘
客
は
誰
ぞ
ご
問
ひ
、
「
周
麟
首
座
、
大
館
刑

部
之
伯
父
也
、
能
僑
也
」
こ
の
答
を
得
て
、
快
心
の
笑
を
洩
ら
し
た
ご
の
事
で
あ
る
が
、
大
館
刑
部
ご
は
持
論
の
長
軸
政

重
の
事
で
あ
る
。
（
蔭
聯
詩
日
録
）
虚
血
は
大
館
氏
が
源
氏
の
嫡
流
た
る
名
門
で
あ
り
乍
ら
、
癒
仁
、
交
明
の
戦
禍
を
蒙

っ
て
、
諸
國
に
散
在
し
た
家
領
の
多
く
は
横
暴
な
る
守
護
の
強
奪
す
る
ε
こ
ろ
こ
な
り
、
家
令
漸
く
衰
へ
て
、
後
世
に

及
ん
で
は
、
或
は
磨
滅
し
て
聞
こ
え
ざ
る
に
至
る
事
も
あ
ら
ん
か
・
ご
、
憂
慮
の
除
り
、
得
意
の
橡
大
の
筆
を
揮
っ
て
、

其
始
帆
か
ら
文
房
に
至
る
迄
の
世
系
、
行
實
を
集
め
て
傳
賛
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
れ
の
佳
作
と
し
て
は
、
瑞
漢

周
鳳
の
傳
に
興
宗
明
澱
輝
師
行
状
が
あ
り
、
叉
槻
世
小
次
郎
の
傳
に
槻
世
小
次
郎
書
像
杯
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ

に
現
は
さ
れ
た
や
う
な
眞
摯
ご
熟
情
ご
は
到
底
そ
れ
ら
に
望
ま
れ
澱
。
彼
れ
は
其
行
状
の
筆
を
燗
く
に
當
っ
て
。

　
　
昔
者
大
恵
暉
師
七
十
四
歳
門
門
丞
相
張
公
言
日
、
先
人
不
幸
無
後
、
其
之
責
．
願
乞
一
給
使
名
、
籍
公
重
，
立
直
肯
就
者
、
張

　
　
公
測
一
興
歎
、
途
墨
斑
族
弟
滋
原
、
奉
師
親
電
、
今
也
其
轟
然
想
見
尖
．
譲
之
者
莫
罪
俗
談
姻
幸
奥
、
謹
斌
、

ご
言
っ
て
み
る
。
出
家
の
身
の
、
遺
に
俗
談
を
揮
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
塞
に
父
を
思
ひ
家
を
重
ん
ず
る
の
至
誠
に
出
で

た
る
を
疑
は
澱
。
此
行
駿
は
文
鞄
三
年
、
周
麟
が
六
十
四
歳
の
時
の
撰
で
あ
っ
て
、
書
役
の
成
っ
た
時
か
ら
二
年
の
後

（24）



で
あ
る
が
、
酒
聴
入
千
六
百
語
、
皆
彼
れ
の
自
筆
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
丈
で
も
其
精
力
の
非
凡
で
あ
っ
π
事

が
窺
は
れ
る
。

．
此
行
状
は
何
故
か
翰
林
弗
出
面
集
に
載
っ
て
を
ら
澱
。
私
の
管
見
で
は
、
山
城
名
勝
志
の
中
に
醍
醐
實
相
房
の
名
を
鷹

げ
て
、

　
　
源
持
房
大
館
行
状
云
、
持
房
並
嫡
孫
政
重
携
妻
子
老
弱
上
下
醍
漱
寺
、
翼
壁
相
房
爲
行
峯
、

ゼ
し
い
っ
て
み
る
が
如
き
源
山
房
行
歌
の
文
を
引
用
し
た
も
の
は
な
い
で
は
な
い
け
れ
こ
も
、
全
文
を
載
せ
た
も
の
は
未

だ
見
當
ら
澱
。
明
治
四
十
三
年
、
私
は
企
行
歌
を
京
都
の
若
林
春
和
堂
か
ら
手
に
入
れ
た
。
疎
画
な
紙
表
装
か
ら
成
っ

た
二
幅
で
あ
る
が
、
其
裏
に
は
何
れ
も
「
慈
照
」
の
丈
字
が
記
さ
れ
て
み
る
か
ら
、
周
麟
の
絡
焉
地
、
相
國
寺
塔
頭
慈
照

院
の
奮
藏
で
あ
っ
た
ご
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
大
館
氏
の
出
膚

　
先
づ
大
館
氏
の
出
欝
に
つ
い
て
、
本
行
状
に
は
、
大
館
は
其
嚴
先
が
上
野
國
新
田
大
館
を
領
し
て
み
た
か
ら
氏
の
名

ざ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
大
館
を
本
領
ご
し
、
名
門
の
地
湿
し
て
み
る
が
、
別
に
又
始
め
て
大
館
ご
繕
し
た
の
は
義
兼
で
あ

っ
て
、
大
館
氏
の
み
た
家
が
他
よ
わ
も
大
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
館
ご
繕
し
た
の
で
あ
る
こ
の
一
説
、
新
田
政
義
の
次
男

家
氏
が
始
め
て
大
館
ε
號
し
た
ε
か
、
或
は
墨
客
に
至
っ
て
復
大
館
ご
欝
し
た
ビ
か
い
ふ
異
説
を
も
載
せ
て
み
る
Q
大

館
は
上
野
新
田
六
十
六
郷
の
随
＝
今
尾
島
町
の
地
名
）
で
あ
る
。
此
邊
一
帯
新
田
荘
子
で
あ
っ
て
、
同
族
の
繁
下
し
て

　
　
　
　
　
足
利
臓
「
代
に
於
げ
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　

（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
第
十
よ
ハ
巷
　

第
…
號
　
　
　
　
二
五

（25）



　
　
　
　
足
利
噂
爪
判
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
雀
　
第
「
號
　
　
　
　
二
六

み
た
跡
が
そ
れ
ら
の
地
名
で
も
窺
は
れ
る
Q
大
館
氏
の
如
き
も
其
】
つ
に
外
な
ら
ぬ
◎

　
地
名
こ
し
て
の
大
館
は
「
お
ほ
だ
ち
」
で
あ
る
が
、
大
館
氏
も
亦
正
し
く
「
お
ほ
た
ち
」
ご
呼
ば
れ
た
事
は
、
信
望
の
孫

爾
氏
が
將
軍
夫
人
日
野
鶴
の
料
所
伊
勢
國
盆
田
荘
代
官
職
に
補
せ
ら
れ
た
時
の
請
文
の
署
名
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
・
搾
ち
い
よ
の
か
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
氏
（
花
押
）

ご
見
え
て
み
る
の
で
も
知
れ
る
。
大
館
の
地
が
大
館
氏
の
本
居
で
あ
っ
た
こ
ご
は
疑
ふ
除
地
も
な
い
が
、
大
館
の
名
の

起
源
を
手
柔
き
館
が
あ
っ
た
か
ら
ご
す
る
は
、
其
名
よ
り
思
附
い
た
説
で
あ
っ
て
、
所
謂
地
名
傳
説
ご
見
る
べ
く
、
確

實
性
に
乏
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
大
館
氏
は
清
和
源
氏
で
あ
っ
て
、
新
黒
氏
の
庶
流
で
あ
る
。
新
田
氏
の
租
は
義
重
で
あ
る
が
、
行
釈
に
糠
る
ご
、
其

子
義
兼
は
翌
旦
を
善
く
し
、
禁
中
に
於
て
公
卿
が
樂
を
催
し
た
時
に
こ
れ
を
掌
っ
た
事
が
あ
る
。
琴
笛
は
相
傳
へ
て
持

房
に
至
り
、
源
氏
累
代
の
實
劒
鬼
切
ご
共
に
、
家
費
ζ
し
て
こ
れ
を
珍
襲
し
て
み
る
ご
記
さ
れ
る
。
何
れ
も
大
館
氏
の

誇
で
あ
っ
だ
に
相
違
な
い
。

　
新
田
政
義
の
長
男
は
差
樽
で
あ
っ
て
、
次
男
が
家
氏
で
あ
る
が
、
大
館
氏
は
此
家
氏
の
後
で
あ
っ
て
、
持
房
か
ら
は

七
世
の
租
に
三
っ
て
る
る
。
奪
野
分
脹
を
始
め
ご
し
て
、
諸
系
圖
、
系
圖
纂
要
等
何
れ
も
家
氏
を
大
館
二
郎
ご
製
し
、

殊
に
後
の
二
者
に
は
、
上
野
國
新
田
郡
大
館
に
聾
す
ご
記
し
て
、
大
館
氏
の
始
耐
こ
し
て
み
る
。
耳
管
か
ら
、
本
行
状



に
家
氏
が
始
め
て
大
館
ご
號
し
た
こ
あ
る
の
が
當
っ
て
を
っ
て
、
家
氏
に
至
っ
て
復
大
館
氏
と
幽
し
た
こ
の
或
説
は
誤

り
で
あ
ら
う
ピ
思
は
れ
る
O

　
新
田
義
貞
は
酒
醤
の
兄
軍
馬
の
曾
孫
で
あ
っ
て
、
大
館
氏
の
宗
家
の
人
で
あ
る
。
元
弘
三
年
義
貞
が
後
醍
醐
天
皇
の

詔
を
奉
じ
て
鎌
倉
を
攻
め
ん
ご
し
て
同
族
に
謀
っ
た
時
、
，
最
初
に
賛
意
を
表
し
た
も
の
は
急
心
で
あ
っ
た
。
彼
れ
は
一

軍
を
卒
み
て
鎌
倉
に
討
入
っ
て
先
づ
戦
死
し
だ
。
其
子
氏
明
も
亦
王
事
に
勤
め
、
足
利
黒
氏
の
軍
ご
近
江
、
山
城
の
問

に
蒋
戦
し
て
こ
れ
を
走
ら
せ
、
尋
で
赤
松
早
態
（
本
行
状
誤
っ
て
圓
心
に
作
る
）
の
弔
旗
城
を
攻
め
、
愈
氏
の
九
州
か
ら

大
蓋
し
て
上
京
を
圖
つ
た
時
に
は
、
こ
れ
ε
兵
庫
に
戦
ひ
、
利
あ
ら
す
し
て
京
都
に
引
返
し
だ
。
其
後
後
醍
醐
天
皇
に

供
奉
し
て
出
に
登
又
屡
京
都
に
出
で
皇
軍
・
戦
つ
だ
。
天
皇
は
や
が
て
鍵
の
蓼
翁
ら
れ
工
凪
都
に
還
働

幸
し
た
ま
う
た
が
、
慧
眼
は
こ
れ
に
供
奉
し
た
。
天
皇
が
吉
野
に
櫓
幸
し
た
ま
ふ
に
及
ん
で
氏
明
は
叉
こ
れ
に
惨
し
奉

っ
た
か
ら
、
天
皇
は
其
忠
誠
を
嘉
し
て
韓
豫
國
刺
史
（
太
季
記
に
守
護
）
に
任
じ
、
赴
任
さ
せ
ら
れ
た
。
延
元
五
年
北
軍

の
四
書
の
大
將
細
川
頼
春
が
其
世
田
城
に
攻
め
寄
せ
た
時
、
言
明
は
防
戦
頗
る
カ
め
元
け
れ
ざ
も
、
途
に
利
あ
ら
す
し

て
膚
殺
し
た
。

　
是
迄
は
大
館
氏
が
新
田
義
貞
や
弟
脇
屋
義
助
ご
共
に
宮
方
で
あ
っ
た
時
代
の
事
蹟
の
本
行
斌
に
現
は
れ
た
大
要
を
摘

録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
行
駿
の
前
港
の
大
部
分
を
占
め
て
み
る
。
こ
れ
足
利
方
に
脅
し
π
其
後
の
大
館
氏
ご
正
に

一
期
を
劃
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
足
利
縢
¶
代
に
於
け
る
上
濡
山
武
十
｝
の
公
十
一
生
活
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巷
　
　
第
一
號
　
　
　
　
二
・
七



　
　
　
　
　
足
利
購
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
公
藷
確
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
一
號
　
　
　
二
入

　
　
　
　
　
　
　
　
三
太
李
記
ビ
本
行
歌
ざ
の
異
同

　
以
上
の
行
状
を
護
ん
で
、
第
一
に
注
意
に
上
る
事
は
、
大
膿
に
於
て
其
内
容
が
太
準
記
の
記
事
ご
相
一
致
す
る
勲
で

あ
る
。
義
貞
が
千
創
破
の
寄
手
に
加
っ
て
み
る
中
に
、
後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
を
賜
は
つ
て
病
ご
魅
し
て
本
塁
に
還
り
、

　
一
族
を
集
め
て
私
に
野
津
を
議
し
た
事
か
ら
、
是
時
偶
鎌
倉
か
ら
新
田
荘
世
良
田
に
富
民
が
多
い
の
を
見
込
ん
で
爾
使

を
派
遣
し
、
臨
時
に
亘
額
の
軍
資
金
を
課
徴
し
た
の
を
、
義
貞
が
怒
っ
て
、
筆
使
の
内
一
人
を
斬
り
、
一
入
を
縛
っ
た

が
、
こ
れ
が
静
め
に
、
鎌
倉
か
ら
討
手
を
向
け
ら
れ
た
か
ら
、
義
貞
は
更
に
軍
議
を
凝
ら
し
、
義
助
の
意
見
に
依
っ
て

鎌
倉
を
襲
要
す
る
に
決
し
た
事
杯
、
少
し
も
太
雫
記
に
異
な
ら
ぬ
。
只
太
雫
記
に
は
、
幕
府
が
六
萬
貫
を
五
潟
以
内
に

調
達
す
べ
し
ご
器
を
下
し
ξ
の
る
の
聖
堂
朕
に
李
貫
こ
し
て
髪
新
田
氏
の
軍
が
利
根
川
を
渡
る
堅
倒

越
後
の
新
田
氏
の
一
族
鳥
山
、
大
井
田
等
の
來
坐
し
た
幽
艶
を
、
太
李
記
に
は
二
千
騎
ご
あ
る
の
を
本
行
歌
に
三
千
徐

騎
こ
し
て
み
る
位
の
相
違
は
あ
る
Q

　
今
其
大
館
氏
に
關
係
あ
る
嘉
實
に
つ
い
て
、
雨
書
の
間
主
な
る
異
同
を
樹
照
す
る
な
ら
ば
、
義
貞
が
幕
府
の
討
伐
令

を
蒙
っ
た
後
、
一
族
を
集
め
て
軍
議
を
凝
ら
し
た
際
、
義
助
が
鎌
倉
進
撃
を
主
張
し
た
の
に
駕
し
て
」
太
李
記
に
は
、

、
「
當
座
ノ
凶
族
三
十
除
人
皆
富
盛
エ
ゾ
同
ジ
ヶ
ル
」
ご
あ
る
の
を
、
本
行
釈
に
は
、
大
館
華
氏
が
首
塗
し
て
こ
れ
に
賛
し
π

ざ
な
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
大
館
氏
の
家
牒
に
擦
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
や
が
て
義
貞
が
生
品
明
紳
の
三
頭
で
旗
暴
げ

を
し
て
討
っ
て
出
で
た
時
、
太
撮
記
に
は
相
随
ふ
一
族
の
随
叫
こ
し
て
、
大
館
次
郎
蚊
帳
、
子
息
孫
次
郎
王
氏
、
二
男
彌
次



郎
氏
明
、
三
男
彦
二
郎
氏
兼
を
暴
げ
て
る
る
の
を
、
本
行
状
に
は
、
嫡
子
孫
二
郎
幸
氏
、
二
男
彌
次
郎
質
疑
、
三
男
彦
次

郎
純
余
ご
し
て
あ
っ
て
氏
兼
が
純
兼
に
な
っ
て
み
る
。
（
黒
雲
分
脈
に
は
氏
明
、
幸
氏
、
宗
兼
、
氏
兼
に
作
る
）

　
延
元
元
年
正
月
、
大
館
影
写
が
新
田
義
貞
に
属
し
て
西
上
の
足
利
軍
ご
戦
っ
た
事
は
、
太
影
響
ご
略
一
致
し
て
み
る

が
、
山
門
に
御
避
難
の
後
醍
醐
天
皇
が
、
．
奪
氏
の
奏
請
を
容
れ
ら
れ
て
、
義
貞
に
も
諮
ら
せ
ら
れ
す
京
都
鰻
掴
を
仰
出

だ
さ
れ
た
時
、
降
墾
の
志
あ
る
も
の
共
が
、
供
奉
せ
ん
ご
待
構
へ
て
る
た
中
に
、
大
館
氏
明
、
江
田
行
義
の
あ
っ
た
事

を
、
太
李
記
に
、
「
新
田
ノ
一
族
甲
信
、
イ
ッ
モ
一
方
ノ
大
豊
タ
ソ
シ
カ
バ
、
安
否
ヲ
當
家
（
新
田
宗
家
の
事
）
ノ
存
亡

ニ
コ
ン
湖
北
ラ
ル
ベ
ヵ
ソ
シ
ヵ
、
如
何
ナ
ル
深
キ
所
存
ヵ
有
ケ
ン
、
二
入
ト
モ
ニ
降
墾
セ
ン
ト
タ
、
九
日
（
十
月
）
曉
ヨ

莞
皇
霊
ζ
居
タ
嘉
言
昊
茶
入
は
や
が
て
還
書
供
奉
し
て
ゐ
…
れ
幸
甚
早
言
聞

入
の
義
貞
ご
行
動
を
共
に
せ
な
か
っ
た
事
は
一
つ
の
疑
問
で
あ
る
が
、
本
行
歌
に
於
て
は
、
「
氏
明
微
知
上
出
墨
輿
計
日
，

我
身
宗
氏
受
朝
命
、
最
先
縫
帯
村
崎
之
軍
、
爾
來
不
省
上
呂
戦
者
四
年
、
上
今
許
於
奪
氏
、
安
得
不
從
還
幸
哉
」
ご
い
っ
て
を

つ
て
、
全
く
氏
明
が
勤
王
の
誠
意
に
出
で
た
も
の
ご
見
て
み
る
。

　
太
陰
記
に
は
彼
れ
が
降
人
こ
な
っ
て
暫
く
黒
氏
に
薦
し
て
み
だ
こ
書
か
れ
て
み
る
が
、
彼
れ
が
天
皇
の
御
上
遷
を
知

っ
て
吉
野
に
馳
要
し
、
叡
戚
の
籐
り
伊
欝
國
守
謹
に
潤
せ
ら
れ
、
後
、
北
軍
ご
戦
っ
て
難
に
殉
じ
た
事
を
思
へ
ば
、
彼

れ
は
初
に
奪
氏
の
誠
意
を
疑
は
す
し
て
京
都
に
供
奉
し
π
も
の
、
、
意
外
に
も
、
黒
氏
の
爲
め
に
捕
虜
の
待
遇
を
受
け

た
爲
め
、
脱
奔
し
て
吉
野
に
墾
つ
た
も
の
ご
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
足
利
蒔
代
鷲
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
蒲
…
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
∴
號
　
　
　
ご
九



　
　
　
　
h
疋
利
運
代
に
於
け
ろ
ト
…
流
曲
皿
沼
…
の
公
漱
門
生
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巻
　
　
錐
㎝
號
　
　
　
　
三
〇

　
太
李
記
ご
本
行
朕
こ
の
記
事
の
異
同
は
評
議
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
語
中
稻
村
崎
の
戦
に
死
ん
だ
宗
氏
の
爲
め

に
は
、
「
宗
氏
受
朝
命
、
縫
製
敵
、
已
而
高
配
以
白
、
天
皇
重
柞
、
功
何
加
焉
」
ご
い
ひ
，
伊
豫
に
殉
難
し
た
蚕
齢
の
爲
め
に
は

「
氏
明
起
兵
八
年
目
身
数
十
籐
戦
、
未
嘗
敗
北
、
卒
冥
鑑
死
語
、
可
謂
不
識
父
命
也
」
ご
い
っ
て
共
に
其
忠
節
を
讃
歎
し
て
み

る
。
父
子
相
共
に
王
事
に
勤
め
て
戦
場
の
露
ご
消
え
た
の
は
其
忠
烈
如
何
な
る
讃
僻
も
溢
美
で
は
な
い
。
矧
し
て
本
行

状
の
記
事
は
、
著
者
の
心
か
ら
の
敬
慕
を
以
て
織
り
出
さ
れ
た
も
の
な
る
に
於
て
を
や
。

　
併
し
宗
氏
、
氏
朋
の
事
蹟
が
斯
く
太
李
記
の
記
事
ご
吻
合
す
る
の
を
見
れ
ば
、
岡
麟
の
此
行
歌
は
一
部
太
需
要
を
鞍
擦

こ
し
て
書
か
れ
た
の
か
、
彼
れ
の
採
っ
た
大
館
氏
の
家
諜
杯
が
、
偶
太
李
記
ご
相
一
致
し
て
み
た
の
か
、
其
何
れ
か
で

あ
ら
う
が
、
私
は
寧
ろ
前
者
で
な
か
ら
う
か
ε
考
へ
る
。
何
こ
な
れ
ば
大
館
氏
は
宗
氏
父
子
の
忠
死
に
依
っ
て
、
　
一
家

殆
ざ
滅
亡
せ
ん
ご
し
．
記
録
も
建
議
滅
し
た
事
が
有
勝
な
上
に
、
懸
鼻
の
講
義
冬
以
來
は
足
利
氏
に
寓
し
て
歴
世
特
軍
の

近
臣
こ
な
り
、
宮
方
時
代
の
島
先
の
記
録
は
、
或
は
故
意
に
破
殿
さ
れ
π
事
も
有
ら
う
か
ご
想
像
さ
る
、
か
ら
で
あ
る
。

故
に
砂
地
以
前
は
多
少
其
家
牒
、
家
傳
等
に
擦
つ
π
黒
革
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
こ
し
て
も
、
太
李
記
以
上
に
掛
り
多

く
を
期
…
待
す
る
事
・
は
出
∵
來
ま
い
か
ご
思
は
れ
る
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
四
大
館
氏
の
甦
生
ご
世
系

　
然
る
に
三
冬
以
後
の
本
行
状
の
記
事
に
至
っ
て
は
全
く
大
館
氏
の
家
牒
に
襟
っ
て
書
か
れ
た
も
の
ε
見
ら
れ
る
。
是

迄
蒼
古
以
來
宮
方
純
忠
の
士
で
あ
っ
た
大
館
氏
は
、
一
旦
家
絶
え
て
、
新
田
氏
の
宿
敵
た
る
足
利
方
こ
し
て
甦
生
し
た
。

（30）



甦
生
後
の
大
館
氏
は
歴
世
將
軍
の
近
臣
こ
な
っ
て
朋
振
が
よ
く
、
將
軍
か
ら
は
其
偏
名
を
賜
は
り
、
定
絞
中
黒
の
家
紋

か
ら
、
足
利
氏
の
二
虫
魚
を
家
絞
ビ
す
る
專
を
特
に
許
さ
れ
た
。
本
行
駿
が
其
前
後
に
依
っ
て
記
事
の
繁
簡
疎
密
の
相

違
が
著
し
く
目
立
っ
て
見
受
け
ら
れ
る
の
も
、
こ
れ
が
爲
め
で
あ
ら
う
。

　
大
館
氏
甦
生
の
動
機
に
つ
い
て
、
本
行
状
の
記
事
に
蹴
れ
ば
、
氏
明
の
子
義
多
は
父
の
戦
死
後
、
難
を
避
け
て
九
州
地

方
に
隠
れ
C
み
た
か
ら
、
誰
も
其
行
方
を
知
っ
た
も
の
も
な
か
っ
た
が
、
漁
り
佐
々
木
道
碁
（
高
氏
）
の
み
が
こ
れ
を
知

っ
て
み
て
、
將
軍
に
向
ひ
、
彼
れ
を
召
出
だ
さ
れ
ん
こ
ご
を
食
め
、
さ
も
な
く
ば
後
患
が
あ
ら
ん
ε
串
鵠
で
た
。
幕

府
に
取
っ
て
亡
妻
あ
る
溢
碁
の
請
で
あ
る
か
ら
、
將
軍
も
こ
れ
を
許
し
た
。
道
春
は
其
女
を
以
て
働
盛
に
妻
は
せ
、
近

江
草
鷺
を
・
れ
に
贈
っ
た
・
い
あ
で
あ
・
。
大
館
昏
斯
を
導
の
素
雪
依
っ
て
新
生
面
を
仁
義
墨
働

た
。
大
館
氏
の
人
な
る
周
麟
の
俗
姓
が
佐
々
木
氏
k
誤
り
傳
へ
ら
れ
た
の
は
恐
ら
く
こ
れ
が
憾
め
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
諸
系
圖
、
系
囲
纂
要
に
は
共
に
義
冬
を
以
て
細
川
細
工
の
裏
ご
し
て
る
る
。
併
し
働
事
は
本
行
歌
に
も
、
奪

卑
分
脈
に
も
見
當
ら
す
、
頼
春
は
氏
明
の
當
面
の
敵
で
あ
っ
て
、
氏
明
を
殺
し
た
も
の
は
頼
春
で
あ
っ
た
。
氏
明
が
敵

の
子
を
養
子
こ
す
べ
き
筈
も
な
く
、
萬
一
春
立
の
子
で
あ
っ
た
ビ
す
る
な
ら
ば
、
父
の
戦
死
後
、
九
州
に
落
延
び
る
謂

れ
も
な
い
か
ら
、
此
説
は
信
慧
し
難
い
。

　
今
本
行
歌
に
慷
っ
て
義
信
以
來
の
大
館
氏
の
世
系
を
示
す
な
ら
ば
、
左
の
如
く
に
な
り
、
奪
卑
分
賑
其
他
何
れ
の
系

圖
よ
り
も
詳
密
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
魁
利
瞳
¶
代
に
於
ゆ
り
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
…
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
心
線
｝
　
第
一
號
　
　
　
　
三
㎝



足
利
二
代
に
於
け
ろ
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
浦
）

第
十
ゐ
四
望
⑭
　
第
一
號

三
二

　
　
　
妙
同
院
、
道
妙

義
多

　
　
馬
善
峰

氏
信

購
噸
禦
奪
灌
懸
竪
融
欄
難
輔
、
上
馨

一
某
大
島
氏
養
子

一
満
多

一
義
信
横
鴎

一
十
幸
颪
田

一
雪
東
岡
易
灘
師

　
ぐ

「
持
兼
六
酪

－
偲

今
寺
鍵
二
騨
騰
磯
是

壽
房
難
羅
状
騨
上
馨
、
文
明
三
年
九
月
士
皐
、
圭

i
持
六
三
㌦
難
輔
彌
五
郎
盆
、
中
務
少
輔

裁
幸
購
鑑
姿心

曳
、
壁
掛
毒

政
重
次
鄭
、
從
四
位
、
刑
部
大
輔

一
敢
轟
雛
顯
，
七
暴
、
三
障
輩
世

一
女
　
肉
名
妻
　
　
　
　
　
　
　
　
一
某
早
世

麦
難
義
政
妾
舜
長
老
　
査
燕
叢
噸
鰯
部
少
輔
、
弾
正

－
周
麟
濾
醜
特
f
鱒
講
壁
一
臨
撫
博
が
楠
輝
寺
歴
住

（　3・2　）



　
　
　
　
　
　
　
　
五
大
館
氏
歴
世
の
鋤
功

　
こ
れ
か
ら
私
は
本
行
歌
を
主
ご
し
、
傍
ら
他
の
史
料
を
も
録
取
し
て
、
大
館
氏
歴
世
の
公
的
生
活
を
槍
乱
す
る
事
ε

し
よ
う
。

　
義
多
の
子
氏
信
以
來
、
大
館
氏
は
男
女
僧
俗
共
に
將
軍
の
近
距
ε
し
て
信
任
を
受
け
だ
も
の
が
少
か
ら
ぬ
。
先
づ
氏

信
に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば
、
彼
れ
は
弓
馬
の
攣
れ
が
高
く
、
頗
る
義
満
に
親
愛
さ
れ
て
こ
れ
に
近
侍
し
、
外
に
出
つ
る
に

も
轡
を
並
べ
π
。
　
一
日
義
満
が
東
由
若
王
寺
に
遊
び
、
寺
後
の
瞼
し
き
山
路
を
肇
ぢ
登
っ
た
後
、
乗
馬
の
儘
馳
下
る
ご
、
・

氏
信
も
影
藤
っ
て
脆
せ
下
っ
た
。
義
満
こ
れ
を
見
て
大
に
喜
ん
で
其
楓
刀
を
取
っ
て
彼
れ
に
與
へ
た
。
癒
永
六
年
大
内

譲
が
堺
長
を
響
蒔
藩
は
・
れ
を
伐
た
ん
が
爲
め
に
器
に
得
し
た
が
、
偶
斎
き
長
い
て
奪
ら
∴

た
山
名
門
下
の
籐
蕪
が
墾
に
乗
じ
て
丹
波
の
入
田
を
侵
し
た
か
ら
、
義
満
は
氏
信
を
擢
で
、
大
將
こ
な
し
、
第
五
番
衆

を
峯
み
て
男
山
か
ら
入
田
に
遣
し
た
。
不
信
は
単
三
の
軍
を
破
っ
て
復
命
し
た
か
ら
、
義
満
は
大
に
喜
ん
で
領
地
を
給

し
た
。

　
こ
、
で
少
し
く
番
衆
、
番
頭
の
事
を
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
五
番
衆
に
つ
い
て
本
行
状
に
は
「
相
室
分
諸
学
大
族
爲

五
、
而
揮
泄
家
倉
信
者
爲
之
長
．
名
君
番
頭
、
以
急
信
爲
第
五
番
頭
，
属
之
者
、
如
臣
子
於
君
父
也
、
」
ご
説
明
し
て
み
る
。
大
館

氏
は
實
に
世
家
親
信
の
も
の
ご
し
て
、
忠
信
以
來
第
五
番
の
番
頭
ご
な
っ
た
も
の
こ
見
え
、
持
房
も
懇
仁
元
年
正
月
、

癒
仁
観
の
第
一
載
に
當
り
、
第
五
番
衆
に
將
こ
し
て
幕
府
を
護
衛
し
て
を
り
、
彼
れ
の
嫡
孫
政
重
も
亦
祀
父
邊
老
の
後

　
　
　
　
足
利
畦
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
”
公
私
生
活
、
（
一
二
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
　
第
一
號
　
　
　
　
三
…
ユ



　
　
　
　
足
利
三
男
代
に
於
ゆ
り
ろ
ト
…
流
武
士
の
公
聯
仏
盃
活
　
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駕
「
十
山
ハ
巷
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
二
四

を
承
け
て
同
じ
く
第
五
番
衆
の
番
頭
こ
な
っ
た
。
総
番
衆
の
入
員
は
約
三
百
人
で
、
こ
れ
を
分
っ
て
五
番
こ
な
し
、
毎

月
六
日
づ
～
幕
府
に
宿
衛
す
る
も
の
が
番
衆
で
あ
る
。
　
一
番
の
番
衆
は
五
十
人
か
ら
入
十
入
許
も
あ
る
が
、
其
一
人
一

人
に
兵
卒
が
附
暮
す
る
の
で
あ
っ
て
、
持
房
の
第
五
番
衆
の
如
き
は
入
十
除
騎
、
士
卒
・
数
千
人
、
皆
其
指
揮
に
從
つ
た

ご
い
は
れ
る
。
而
し
て
番
頭
ご
番
衆
こ
の
定
心
は
君
臣
の
如
し
ご
い
っ
て
み
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
思
合
す
べ
き
は
、
懇

仁
元
年
の
墾
後
、
持
房
が
幕
府
を
謹
衛
し
て
み
た
時
の
事
、
彼
れ
は
身
に
甲
冑
を
着
け
す
、
常
の
衣
裳
の
儘
、
白
布
の

帯
を
其
腰
に
束
ね
、
額
に
は
金
を
當
て
、
咽
喉
に
は
輪
を
懸
け
て
み
た
。
此
行
装
は
當
時
の
人
に
も
電
機
に
見
え
た
ら

し
く
、
こ
れ
を
見
る
も
の
必
ず
さ
う
し
た
軍
法
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
ご
い
っ
た
。
斯
く
て
彼
れ
は
猫
り
大
把
に
駆
し
、

蒋
を
下
床
に
坐
せ
し
め
た
見
騰
る
。
筆
墨
々
部
下
を
墜
し
て
み
た
藻
が
田
心
ひ
浄
べ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
．
偶

　
氏
信
の
子
満
信
は
永
徳
元
年
に
生
ま
れ
、
長
ず
る
に
及
ん
で
父
に
從
っ
て
幕
府
に
繊
愛
し
た
、
二
十
入
厳
の
蒔
、
義

満
が
麗
じ
て
か
ら
は
、
義
持
が
其
後
を
承
け
た
。
満
信
は
奨
長
子
工
房
、
次
男
持
員
ビ
共
に
義
持
に
近
侍
し
た
が
、
嚢
持
、

は
此
父
子
を
親
信
し
て
二
入
の
兄
弟
を
し
て
諸
子
重
量
を
輔
侍
さ
せ
た
。
満
信
は
幕
府
に
勢
力
の
あ
っ
た
三
條
氏
の
殊

遇
を
蒙
り
、
其
邸
に
近
く
住
は
せ
ら
れ
た
。
富
松
蹟
は
現
に
大
館
氏
の
有
こ
な
っ
て
み
る
芝
書
か
れ
て
み
る
。
鷹
…
永
三

十
五
年
に
義
持
が
嗣
子
を
定
め
す
し
て
麗
す
る
に
迂
り
、
圭
も
な
る
諸
大
名
が
相
議
し
て
常
時
青
感
熱
門
主
義
圓
で
あ

っ
た
義
澱
を
迎
へ
た
時
、
満
信
は
彼
れ
を
迎
ふ
る
使
こ
し
て
涙
邉
さ
れ
た
が
、
彼
れ
は
今
一
人
の
副
使
を
所
望
し
た
か

ら
、
細
川
讃
岐
守
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
。
再
三
固
僻
し
た
門
生
も
後
に
漸
く
同
意
し
た
か
ら
輿
に
乗
せ
て
入
京
し



た
◎
満
信
の
長
子
持
房
が
騎
馬
で
前
駆
し
、
管
領
畠
山
満
家
以
下
が
輿
に
從
ひ
、
山
名
時
熈
が
殿
を
務
め
た
。
此
前
駆

ご
殿
後
ご
は
共
に
士
幌
の
光
榮
ご
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
Q
本
行
朕
に
管
領
等
が
青
蓮
院
に
行
っ
て
推
立
の
意
を
告
げ

た
時
、
義
圓
が
初
め
固
僻
し
た
け
れ
ざ
も
、
彼
等
が
こ
れ
を
強
ひ
た
こ
見
ゆ
る
事
は
満
濟
准
后
日
記
の
記
事
ご
｝
致
し

て
み
る
が
、
満
信
の
使
命
に
つ
い
て
は
未
だ
書
い
た
も
の
を
見
な
い
。
義
敢
は
満
信
が
自
身
の
嗣
立
に
功
の
あ
っ
た
事

を
徳
ご
し
て
幕
府
の
櫃
機
に
輿
か
り
聞
か
せ
、
刑
部
大
輔
に
任
じ
、
上
総
守
こ
し
た
。

　
然
る
に
義
激
は
其
性
格
こ
し
て
喜
怒
常
な
ら
す
、
彼
れ
の
忌
諜
に
煮
れ
て
肥
斥
さ
れ
た
も
の
公
武
共
に
多
か
っ
た

が
、
遺
の
満
信
も
同
一
の
運
命
を
免
る
、
事
が
出
來
な
か
っ
た
。
彼
れ
の
嫡
子
風
儀
は
亦
義
血
に
親
愛
さ
れ
て
み
た

が
、
彼
れ
は
武
藝
に
長
じ
、
殊
に
馬
術
を
善
く
し
た
Q
一
日
義
藪
は
其
技
を
試
み
ん
が
埋
め
に
、
人
に
刀
を
持
た
せ
て

彼
れ
が
出
勤
す
る
を
待
受
け
、
こ
れ
を
刺
さ
せ
る
ビ
、
彼
れ
は
笑
っ
て
其
刀
を
奪
っ
た
。
早
書
は
叉
彼
れ
の
弟
持
員
ご

其
輕
捷
を
競
は
せ
た
。
心
房
は
蔀
戸
築
三
の
上
面
を
開
い
て
身
輕
に
出
入
す
る
事
七
回
に
及
ん
だ
け
れ
ざ
も
、
長
刀
は

傍
の
壁
に
盗
れ
な
か
つ
だ
が
、
持
員
は
僅
か
三
回
跳
ね
た
丈
で
止
め
て
了
つ
た
。
持
房
は
又
和
歌
を
も
善
く
し
た
。
義

敏
は
年
々
幕
府
に
於
て
和
歌
の
宴
を
催
し
、
歌
を
善
く
す
る
も
の
を
選
ん
で
こ
れ
に
墾
凋
さ
せ
た
が
、
近
習
の
中
で
は

其
選
に
入
る
も
の
が
稀
れ
で
あ
っ
た
の
に
、
持
房
は
こ
れ
に
列
す
る
事
を
許
さ
れ
た
。

　
満
信
が
義
澱
の
怒
を
激
つ
陀
動
磯
は
或
年
の
正
月
、
義
敏
が
射
禮
を
行
ひ
、
持
房
に
命
じ
て
其
矢
を
取
ら
せ
ん
こ
す

る
ε
、
物
堅
き
持
場
は
斯
る
場
合
は
、
豫
め
使
者
が
撃
っ
て
命
を
傳
ふ
る
の
例
で
あ
る
の
に
、
突
然
の
命
今
で
は
受
け
難

　
　
　
　
足
利
改
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
．
第
＋
六
巻
第
一
鵬
　
　
三
五
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足
利
時
代
に
於
ゆ
り
る
上
流
武
士
の
公
私
生
漉
　
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
十
六
巻
　
　
第
二
號
　
　
　
　
三
山
語

い
か
ら
、
一
挙
老
父
に
尋
ね
て
見
π
い
ご
述
べ
、
義
敷
も
こ
れ
を
許
し
た
が
、
満
信
は
我
家
で
は
未
だ
斯
る
例
が
な
い

ざ
い
ひ
、
、
持
房
も
命
を
聞
か
な
か
っ
た
爲
め
で
あ
る
。
　
是
時
義
敷
は
大
に
怒
っ
て
満
信
の
私
第
の
花
の
御
所
（
幕
府
）

の
西
に
あ
っ
た
も
の
を
没
黒
し
て
一
色
左
京
亮
に
輿
へ
、
同
時
に
其
采
邑
の
地
方
に
あ
る
も
の
を
も
奪
っ
た
。
こ
れ
か

ら
満
信
は
幕
府
に
出
仕
を
止
め
て
、
永
畠
坊
の
小
事
に
佗
住
居
を
す
る
事
ご
な
っ
た
が
、
未
だ
出
仕
停
止
の
命
に
接
し

な
か
っ
た
持
房
は
日
々
お
し
て
幕
府
に
鐵
重
し
た
、
初
は
同
僚
が
逢
う
て
も
ロ
を
利
か
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
出
仕
を

差
止
め
ら
れ
て
了
つ
た
。
斯
く
て
義
薮
の
將
軍
職
に
あ
っ
た
永
享
元
年
か
ら
嘉
吉
元
年
迄
の
約
十
三
年
の
問
、
持
房
は

失
意
の
地
に
畳
か
れ
て
快
々
こ
し
て
樂
ま
な
か
っ
た
。

　
而
か
も
義
教
の
旨
に
杵
つ
た
も
の
は
死
を
免
れ
な
か
っ
た
の
に
、
持
房
父
子
が
都
下
に
身
を
隠
し
、
義
漱
も
知
っ
て

ゐ
乍
ら
長
め
よ
う
こ
も
し
な
か
つ
淀
ば
か
り
か
、
燦
燦
め
た
所
領
も
膚
身
の
料
に
充
て
、
他
人
に
輿
へ
ん
こ
し
な
か
っ

た
の
は
、
必
ず
再
び
こ
れ
を
用
み
る
意
志
が
あ
る
も
の
ざ
醸
せ
ら
れ
て
る
た
。
斯
く
ご
看
て
取
っ
た
持
房
の
老
臣
は
、
持

房
の
算
用
の
爲
め
に
策
動
し
た
。
當
時
義
激
は
内
大
越
三
條
典
雅
の
女
を
寵
し
て
夫
人
こ
し
た
か
ら
、
實
雅
は
今
を
盛

り
こ
時
め
い
た
が
、
東
山
住
心
院
僧
正
は
實
雅
の
叔
父
に
當
っ
て
み
た
。
持
房
の
老
臣
は
持
房
の
二
男
で
、
是
時
圏
に
十

三
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
少
年
で
あ
っ
た
澱
氏
に
歌
を
持
た
せ
て
只
中
に
棄
て
た
傘
鉾
り
去
っ
た
が
、
儒
正
は
こ
れ
を

見
て
憐
懲
の
惜
を
起
し
其
旨
實
雅
に
告
げ
た
。
實
雅
は
夫
入
ご
謀
っ
て
義
澱
に
告
げ
る
ご
、
義
駿
は
罪
は
持
房
に
な
く

満
信
に
あ
る
か
ら
、
向
後
持
房
が
満
信
に
逢
は
ぬ
事
に
す
れ
ば
、
赦
し
て
も
よ
い
ビ
い
ひ
、
持
房
は
謹
ん
で
其
命
を
奉

（36）
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じ
た
の
で
、
持
房
は
再
び
幕
府
に
起
用
さ
る
、
事
ε
な
り
、
郎
日
十
籐
邑
ご
共
に
賀
鑓
三
百
貫
を
も
返
還
さ
れ
、
鷹
司

坊
に
地
を
給
は
つ
て
落
第
を
螢
ん
だ
。
彼
れ
は
も
こ
義
激
の
從
騎
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ば
か
り
は
復
蕾
の
命
が
出
で
な

か
っ
た
爲
め
に
、
義
激
の
暗
殺
さ
れ
た
際
は
赤
松
氏
の
難
に
會
は
な
か
っ
た
。

　
義
政
時
代
に
は
持
房
は
老
家
臣
を
以
て
遇
さ
れ
π
。
當
時
彼
れ
の
從
父
姉
妹
に
當
る
今
墾
道
が
樺
勢
義
政
夫
人
を
凌

駕
し
威
力
を
振
ひ
つ
、
あ
っ
た
が
、
彼
れ
は
政
治
の
争
心
に
出
つ
る
を
好
ま
す
し
て
彼
女
の
翁
面
に
屈
せ
な
か
っ
た
。

　
癒
仁
の
観
の
越
つ
た
蒔
、
彼
れ
は
第
五
番
衆
を
峯
み
て
幕
府
の
護
衛
に
當
っ
て
み
た
が
、
其
西
門
前
に
一
色
氏
の
第

が
あ
っ
た
。
斯
波
氏
の
部
下
朝
倉
弾
正
が
來
て
、
敵
が
若
し
來
り
追
ら
ば
火
を
放
っ
て
こ
れ
を
焼
く
で
あ
ら
う
か
ら
、

・
脅
先
き
だ
っ
て
鍵
・
れ
た
い
晶
込
ん
だ
・
古
筆
聞
い
た
持
房
は
肇
樋
ま
し
て
・
華
言
ら
ば
血
忌
働

戦
す
る
が
よ
い
、
若
衆
の
手
で
破
漏
す
べ
き
で
な
い
ご
一
言
の
下
に
斥
け
た
か
ら
、
弾
正
は
此
富
鉱
に
恐
れ
を
点
し
て

引
取
つ
た
。

　
是
歳
彼
れ
は
六
十
七
の
高
齢
で
あ
っ
た
か
ら
、
義
政
は
閑
地
に
就
か
し
め
、
嫡
孫
政
重
に
代
っ
て
幕
府
に
鵠
仕
さ
せ

た
。
政
重
は
二
時
十
入
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
當
時
第
五
番
衆
に
は
敵
の
西
諸
に
内
慮
す
る
も
の
が
多
く
、
政
重
の
進

退
に
つ
い
て
も
、
流
言
蛮
語
が
盛
ん
に
起
つ
た
。
持
房
は
こ
れ
聞
い
て
、
政
重
は
唯
一
死
あ
る
の
み
で
あ
る
、
縦
ひ
彼

れ
の
番
衆
は
西
軍
に
與
し
ょ
う
こ
も
、
政
重
は
誰
を
圭
ビ
し
て
こ
れ
に
属
す
る
で
あ
ら
う
、
座
れ
は
老
い
た
り
ご
錐
も
、

政
重
が
死
ん
だ
ご
聞
か
。
ば
自
殺
せ
ん
ご
言
っ
て
、
屡
其
用
意
を
な
し
た
Q

　
　
　
　
h
疋
利
蘇
コ
代
に
於
け
ろ
上
渉
…
武
士
の
公
鰍
…
癒
帰
…
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
十
・
六
旅
｝
　
第
一
號
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
　
屋
利
時
代
に
「
於
R
》
ろ
上
流
晒
試
士
の
一
恭
曲
楓
盈
活
　
　
（
ご
一
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
胴
巻
　
　
紳
堪
｝
號
　
　
　
　

一一

}
八

　
持
房
の
長
男
漱
掌
は
十
除
歳
の
時
か
ら
幕
府
に
入
侍
し
、
義
政
の
命
を
受
け
て
同
年
配
の
一
色
左
京
大
夫
ざ
禰
…
を
聯

ね
て
舞
う
起
事
が
あ
る
。
一
環
義
政
の
叢
々
こ
な
っ
て
費
点
し
た
時
．
畏
く
も
天
皇
の
御
鶴
に
ご
ま
り
、
彼
れ
は
誰
ぞ
ご

問
は
せ
た
ま
う
た
か
ら
、
大
館
澱
幸
ご
甲
上
げ
た
。
斯
楼
に
態
御
下
問
を
蒙
っ
た
の
は
無
上
の
光
冠
と
し
た
ざ
こ
ろ
で
あ

る
。
澱
幸
の
子
政
重
は
肚
年
の
頃
、
義
政
に
侍
し
て
厚
き
男
優
を
蒙
り
、
義
政
が
東
山
の
別
業
を
設
け
た
時
，
左
右

の
親
信
な
も
の
を
選
ん
で
家
を
移
さ
せ
た
が
、
政
重
は
其
筆
頭
で
あ
っ
た
。
彼
れ
は
義
政
の
追
次
の
首
席
で
あ
る
。

（
永
享
以
來
御
番
帳
）

　
持
房
の
子
で
幼
少
の
頃
、
老
爺
の
計
ら
ひ
で
父
の
再
出
仕
を
求
む
る
爲
め
、
住
心
院
に
歎
願
書
を
上
つ
り
、
一
家
再

興
の
因
業
な
つ
姦
俊
婁
じ
て
萱
護
経
へ
て
最
も
親
信
轟
飛
護
は
辮
の
申
次
（
思
置

ε
し
た
。
彼
れ
は
將
軍
の
從
騎
こ
な
っ
た
。
義
政
が
年
々
幕
府
に
和
歌
會
の
宴
を
催
し
た
時
に
も
、
敏
氏
は
こ
れ
に
塗

列
し
て
父
の
業
を
墜
さ
な
か
っ
た
。
寛
正
四
年
九
月
七
田
（
大
乗
院
寺
趾
難
事
記
に
は
算
段
に
作
る
）
遽
に
病
ん
で
卒
し

た
が
、
年
は
三
十
入
歳
で
あ
っ
た
。
覚
ハ
人
こ
な
り
温
順
で
妄
り
に
喜
怒
せ
す
、
士
卒
に
へ
り
下
っ
て
洛
中
の
褒
め
も

の
で
あ
っ
た
こ
行
状
に
説
か
る
、
彼
れ
の
牢
面
に
も
、
窒
死
を
喜
ば
る
、
程
の
怨
恨
を
買
っ
た
事
が
あ
る
。
大
乗
院
寺

謎
雑
事
記
に
は
寛
正
四
年
七
月
七
臼
條
に
、
敷
氏
が
同
日
死
ん
だ
ご
の
蔵
町
に
接
し
て
「
貴
紳
愁
歎
．
希
代
書
冊
」
ご
書

い
て
み
る
。
そ
れ
は
大
乗
院
領
越
前
酒
浸
呂
宜
の
事
に
つ
い
て
、
駿
氏
に
不
法
の
留
滞
が
あ
っ
た
か
ら
、
彼
れ
の
死
が

大
乗
院
側
で
悦
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
併
し
や
が
て
其
報
道
は
潜
窟
さ
れ
て
糠
喜
び
こ
な
つ
だ
。



　
毅
氏
に
は
男
子
が
三
人
あ
っ
た
が
、
長
男
ご
次
男
ご
は
早
世
し
、
三
男
爾
氏
が
稲
慨
し
だ
。
彼
れ
は
少
年
の
頃
か
ら

義
政
の
嫡
チ
義
塾
に
侍
し
て
格
別
寵
遇
を
蒙
つ
だ
。
大
館
氏
は
同
じ
く
持
寄
の
孫
で
も
嫡
孫
た
る
政
重
は
東
山
別
業
に

義
政
に
仕
へ
、
爾
氏
は
室
町
の
幕
府
に
義
爾
に
仕
へ
て
る
た
事
は
各
其
偏
名
を
賜
は
つ
て
み
る
O
で
も
掩
は
れ
ま
い
。

文
明
十
二
三
年
比
、
御
網
羅
衆
に
は
御
供
衆
の
中
に
犬
館
兵
庫
頭
（
七
飯
）
が
あ
り
、
ゆ
次
の
筆
頭
に
大
館
刑
部
大
輔
（
政

重
）
が
あ
る
。
伺
氏
は
文
明
十
五
年
二
月
よ
り
幕
府
の
串
次
ε
な
っ
た
。
（
永
享
以
來
御
番
帳
）
彼
れ
も
亦
和
歌
を
善
く

し
た
。
文
明
十
四
年
正
月
ナ
三
日
幕
府
で
催
さ
れ
た
詩
歌
會
に
大
館
治
部
少
輔
樹
齢
が
講
師
ご
し
て
歌
を
譲
上
げ
て
を

り
、
（
豊
隆
公
記
）
同
七
月
二
十
六
臼
幕
府
で
催
さ
れ
た
十
五
番
歌
合
に
も
察
書
し
て
を
れ
ば
、
（
寒
樹
家
歌
合
）
又
同
十

六
年
三
孕
日
の
蕎
の
談
會
に
も
鼓
し
て
ゐ
・
。
（
實
隆
公
記
）
彼
れ
は
暴
蹟
に
農
じ
て
る
た
ら
し
丸
嵩

明
十
五
年
八
月
六
日
、
義
甲
が
和
歌
打
聞
會
を
催
し
て
、
公
卿
及
び
諸
蘭
書
を
興
し
、
古
今
の
秀
逸
な
る
和
歌
を
選
ば

せ
た
時
に
、
彼
れ
は
二
階
堂
政
行
ご
亜
ハ
に
筆
者
（
書
手
）
で
あ
っ
た
Q
（
親
長
記
）
其
他
彼
れ
は
文
粉
十
五
年
二
月
十
七
日

幕
府
の
蹴
鞠
會
に
も
加
は
っ
て
み
る
か
ら
、
藝
術
の
天
分
殊
の
外
豊
か
な
入
で
あ
っ
た
こ
知
ら
れ
る
。

　
義
術
が
六
角
野
鼠
を
伐
た
ん
が
蕾
め
に
近
江
に
出
陣
し
た
時
に
は
世
紀
は
第
五
番
衆
の
筆
頭
で
あ
っ
た
。
　
（
常
徳
院

江
州
動
座
當
時
在
番
衆
着
到
）
延
徳
元
年
義
術
が
鈎
の
本
書
で
病
ん
だ
時
、
母
義
政
夫
人
日
野
富
子
が
態
々
京
都
か
ら

見
舞
に
行
っ
て
み
る
中
に
数
奇
の
特
車
は
息
を
引
取
つ
た
Q
其
夜
螢
中
に
火
を
放
つ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
軍
卒
が
大
に

騒
い
だ
。
書
中
に
て
は
軍
議
を
凝
ら
し
た
が
、
或
る
も
の
は
賊
が
齢
路
を
絶
つ
た
か
ら
、
諸
軍
の
到
着
を
待
っ
て
京
都

　
　
　
　
足
利
蒔
代
に
於
け
ろ
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
一
號
　
　
　
三
九



　
　
　
　
足
利
噂
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
丁
張
生
活
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
一
號
　
　
四
Q

に
四
葬
す
る
が
よ
い
ご
説
く
杯
、
衆
議
紛
々
ビ
し
て
決
せ
な
か
っ
た
。
是
時
尚
氏
が
進
み
田
で
、
、
若
し
溶
し
く
こ
、

で
数
日
を
邊
つ
た
な
ら
ば
、
賊
は
盆
蜂
起
す
る
で
あ
ら
う
、
今
騎
士
歩
卒
は
稽
少
い
が
、
部
署
を
定
め
て
枢
を
護
り
、

大
夫
入
の
輿
を
擁
し
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
賊
は
恐
る
、
に
足
ら
澱
ご
い
っ
た
勉
め
に
、
議
が
忽
に
決
し
た
。
早
旦
爾
氏

は
騎
馬
で
前
駆
し
、
後
篇
が
皆
満
つ
た
が
、
賊
は
敢
て
動
か
な
か
っ
た
。
富
子
は
喜
ん
で
爾
氏
を
褒
め
、
世
人
も
彼
れ

が
死
生
一
貫
し
て
能
く
義
術
に
仕
へ
た
事
を
欝
美
し
淀
。
山
禮
記
に
「
肖
江
州
室
町
殿
御
露
陣
膿
也
、
公
家
衆
先
陣
、
次
五

番
衆
」
ご
あ
る
は
樹
氏
の
先
駆
を
斥
す
も
の
で
あ
る
。

　
政
重
も
爾
氏
も
其
後
は
義
穂
に
仕
へ
て
奮
の
如
く
三
次
ε
な
っ
た
。
（
長
轍
二
年
以
來
串
次
記
）
彼
れ
は
法
名
を
常
興

・
い
ふ
．
臼
記
に
大
館
常
興
日
記
が
あ
る
。
委
葦
か
ら
同
t
年
に
及
ん
で
、
足
利
欝
の
有
力
な
る
史
料
で
あ
㈲

る
Q

　
以
上
は
持
房
の
子
及
び
孫
で
あ
る
が
、
持
房
に
は
女
子
が
二
人
あ
っ
て
、
　
一
入
は
山
名
相
模
守
の
長
子
に
嫁
し
、
一

人
は
陽
西
院
で
義
政
の
妾
こ
な
っ
て
女
子
を
生
ん
だ
。
総
持
鷹
野
舜
長
老
が
そ
れ
で
あ
る
Q
陽
荒
説
は
義
政
の
麗
後
続

こ
な
っ
て
念
佛
三
昧
に
志
し
π
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
六
大
館
氏
の
家
庭

　
こ
れ
か
ら
私
は
大
館
氏
歴
世
の
私
的
生
活
に
つ
い
て
説
く
順
序
ε
な
っ
た
。

　
大
館
氏
は
窟
先
守
來
各
地
に
其
所
領
が
あ
っ
た
。
先
づ
近
江
に
は
草
野
が
あ
り
、
市
子
が
あ
り
、
美
濃
に
は
九
郷
が



あ
り
、
正
近
村
が
あ
り
、
輕
海
が
あ
り
、
撫
…
津
に
は
溝
杭
が
あ
り
、
丹
波
に
は
池
内
（
持
房
の
女
で
義
政
の
妾
こ
な
つ

淀
陽
西
院
が
領
し
た
）
栗
村
が
あ
り
、
（
大
館
氏
の
尼
が
寄
附
を
受
け
て
か
ら
周
麟
に
毒
し
た
）
越
中
に
は
國
吉
、
横
田

今
江
、
稲
田
、
蜷
川
、
杉
原
、
鳥
取
が
あ
り
、
加
賀
に
は
幅
田
、
若
松
が
あ
り
、
翫
雲
に
は
稻
荷
、
蠕
屋
が
あ
り
、
駿

河
に
は
中
郷
が
あ
り
、
備
前
に
は
下
部
が
あ
り
、
（
幕
府
に
請
う
て
仙
館
院
に
寄
附
し
た
）
上
野
に
は
大
館
、
　
一
井
が
あ

る
。
就
中
大
館
は
新
田
六
十
六
郷
の
一
で
大
館
氏
の
本
領
で
あ
っ
た
事
は
繰
返
す
迄
も
な
く
、
　
一
・
升
ご
共
に
持
房
の
時

迄
其
釈
を
納
め
來
つ
た
。
其
他
山
城
に
は
草
聖
．
飯
岡
、
河
原
村
、
田
邊
が
あ
る
。
こ
れ
丈
あ
れ
ば
頗
る
潤
澤
の
や
う

で
あ
る
が
、
騒
観
の
際
、
諸
書
を
守
護
の
含
め
に
押
領
さ
れ
て
、
獲
る
は
僅
こ
な
っ
た
事
多
分
に
洩
れ
な
か
っ
た
。

　
武
家
こ
し
て
斯
く
上
流
に
位
す
る
大
館
氏
の
家
庭
に
於
て
如
何
な
る
激
育
が
施
さ
れ
た
か
。
第
一
は
武
術
で
あ
っ
た

事
第
五
番
衆
の
番
頭
た
る
べ
き
家
柄
よ
り
推
す
も
受
業
の
事
で
あ
ら
う
。

　
甦
生
後
の
大
館
氏
の
始
粗
こ
な
グ
た
義
多
に
つ
い
て
は
何
事
も
傳
は
ら
ぬ
が
、
玉
子
氏
信
は
弓
馬
を
善
く
す
る
馨
・

れ
が
高
か
っ
た
上
に
、
弓
箭
の
製
作
に
も
玄
入
も
及
ば
澱
巧
み
さ
が
あ
っ
た
。
本
行
状
の
主
人
公
た
る
持
房
に
至
っ
て

は
、
少
年
の
頃
よ
り
正
門
流
の
剣
術
を
學
ん
で
妙
を
得
た
ら
し
い
。
義
理
が
こ
れ
を
試
み
た
事
は
前
に
説
い
た
。
弓
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぜ
み
ち

の
藝
も
坐
上
奥
儀
を
究
め
、
最
も
笠
懸
に
巧
み
で
あ
っ
た
。
叉
時
々
良
馬
に
覆
面
し
て
こ
れ
に
乗
り
乍
ら
隠
蟹
を
乗
り

過
ぎ
る
こ
い
ふ
曲
藝
を
も
試
み
た
。
當
時
騎
馬
に
巧
み
な
も
の
は
遠
く
か
ら
こ
れ
を
眺
め
て
あ
れ
は
必
ず
持
房
で
あ
ら

う
こ
い
っ
た
が
、
果
し
て
さ
う
で
あ
っ
た
Q
併
し
大
館
氏
は
交
學
の
方
面
に
も
修
養
を
怠
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
世
々
和

　
　
　
　
門
疋
利
臨
画
に
於
け
u
る
上
流
武
十
…
の
公
私
些
活
　
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
十
山
ハ
巻
　
　
鎮
…
號
　
　
　
　
凶
｝

（41）



　
　
　
　
足
利
噂
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
鰍
…
生
活
　

（
二
、
一
二
」
f
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
轟
ハ
燃
油
　
第
一
號
　
　
　
　
頭
回
二

歌
連
歌
を
善
く
し
、
書
道
に
も
蓮
じ
た
も
の
を
輩
出
し
て
み
る
。

　
精
紳
的
修
養
に
つ
い
て
は
耐
先
崇
敬
の
風
が
見
ら
れ
る
。
一
例
ご
し
て
は
、
氏
信
が
畢
生
義
堂
周
信
ご
方
外
の
交
を

結
び
、
所
領
を
慈
氏
院
に
寄
せ
、
風
先
子
弟
の
墓
を
頑
塔
の
後
に
設
け
。
毎
年
七
月
に
は
み
つ
か
ら
子
女
を
携
へ
て
展

墓
す
る
を
例
こ
し
た
事
が
暴
げ
ら
れ
よ
う
。

　
武
家
の
常
ご
し
て
歴
世
輝
宗
に
濃
艶
し
．
名
書
に
墾
要
し
た
も
の
が
多
い
。
先
づ
氏
信
が
堂
堂
周
信
に
交
っ
た
外
．

満
信
は
贋
照
頑
固
に
墾
し
、
法
名
を
求
め
て
蕨
喜
の
號
を
授
か
つ
だ
。
野
兎
ご
は
法
門
の
兄
弟
で
あ
る
。
後
、
大
徳
寺

の
大
模
宗
範
ε
も
滋
交
を
修
し
、
仙
館
聖
な
る
小
身
を
創
立
し
て
、
備
前
に
あ
る
采
邑
を
寄
せ
、
大
館
氏
の
墳
墓
の
慈

氏
院
に
あ
る
以
外
は
糖
篠
の
後
山
に
安
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
醐

　
持
房
の
如
き
も
相
國
寺
の
郷
隠
慧
薇
（
佛
至
正
綾
鳶
口
）
の
門
に
入
っ
て
み
る
Q
周
麟
を
五
歳
か
ら
墨
黒
寺
に
入
ら
せ

だ
の
も
彼
れ
の
佛
心
か
ら
で
あ
っ
た
ら
う
。
麗
に
次
い
で
は
修
女
信
仰
が
あ
る
。
持
房
の
信
仰
に
つ
い
て
本
行
…
状
に
「
算

勘
佛
空
界
道
」
こ
い
っ
て
る
る
の
が
そ
れ
で
、
彼
れ
も
念
佛
信
者
こ
し
て
は
別
に
蝿
附
の
法
名
が
あ
る
。
彼
れ
は
中
年
か

ら
念
佛
に
蹄
締
し
た
。
京
都
の
邸
内
に
…
室
を
構
へ
て
、
そ
こ
に
．
彌
陀
三
尊
を
安
置
し
、
寳
池
の
額
を
掲
げ
、
又
門
に
は
景

鹿
の
扁
額
を
掲
げ
た
。
彼
れ
は
護
室
か
ら
廊
下
傳
へ
に
此
室
に
入
り
、
小
櫛
を
打
ち
、
六
時
念
佛
を
唱
ふ
る
こ
ご
沈
醇
の

折
も
未
だ
嘗
て
怠
る
こ
ご
が
な
か
つ
だ
Q
其
聲
は
清
爽
で
人
並
を
洗
ふ
に
足
っ
て
み
た
Q
彼
れ
は
彌
…
陀
を
念
ず
る
ご
、

其
相
好
が
眼
に
映
じ
て
、
こ
れ
ざ
語
る
こ
ご
す
ら
掬
來
た
こ
さ
へ
い
は
れ
て
み
る
。
彼
れ
の
驕
絡
に
は
彌
陀
の
前
で
合



掌
総
名
し
た
儘
逝
い
た
。
彼
れ
ば
か
り
で
は
な
く
其
嫡
子
激
幸
も
三
十
一
歳
の
若
さ
で
、
端
坐
講
名
し
た
儘
睡
る
が
如

く
に
逝
い
て
み
る
。
並
び
に
道
念
の
堅
固
で
あ
っ
た
事
が
偲
ば
れ
よ
う
Q

　
斯
る
名
門
に
生
ま
れ
、
且
つ
さ
う
し
た
環
境
に
は
ぐ
、
ま
れ
も
し
、
論
叢
を
受
け
も
し
た
大
館
氏
の
人
は
如
何
な
る

山
導
を
涌
養
し
得
た
で
あ
ら
う
。
試
み
に
黒
房
に
つ
い
て
本
行
釈
に
聞
く
な
ら
ば
、
彼
れ
は
「
爲
人
嚴
荘
、
不
妄
笑
言

翻
堂
号
献
、
不
可
押
焉
」
「
公
李
論
叢
施
輿
、
家
無
剰
財
、
賓
客
士
卒
分
食
々
之
、
鞍
懸
者
、
察
以
常
習
科
、
嚴
乎
其
不

可
犯
也
、
出
入
進
止
、
有
常
虚
、
從
侍
者
帯
親
、
不
霊
尺
寸
、
其
資
性
端
正
如
此
、
其
居
内
骨
端
、
有
禮
有
壁
、
侍
女

之
供
給
者
三
筆
有
律
度
」
ご
記
さ
れ
て
み
る
。
識
量
錦
心
は
又
「
其
爲
人
、
温
順
、
不
急
喚
喜
、
禮
下
士
卒
」
ご
い
は

れ
・
・
鰹
藤
野
甕
に
震
す
・
や
毛
あ
・
け
れ
ミ
喜
箏
色
に
現
は
桑
如
き
穣
的
養
竺
働

つ
で
あ
る
。
そ
れ
丈
に
又
融
通
の
利
か
億
こ
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
Q
高
評
に
箭
取
役
を
仰
付
け
ら
れ
て
盛
事
を

避
け
た
持
房
、
我
家
に
奨
例
が
な
い
こ
い
っ
て
拒
絶
し
た
満
信
の
如
き
は
、
揃
ひ
も
揃
っ
て
極
端
な
る
好
標
本
ε
い
へ

る
で
あ
ら
う
。

　
公
生
活
に
於
て
無
二
の
忠
距
で
あ
っ
た
大
館
氏
の
入
は
又
私
生
活
に
於
て
無
二
の
孝
子
で
も
あ
っ
た
。
只
こ
、
に
家

庭
の
一
悲
劇
ご
見
る
べ
き
は
満
信
、
持
房
父
子
問
の
葛
藤
で
あ
る
。
満
信
父
子
が
義
数
の
忌
諜
に
鯛
れ
て
斥
け
ら
れ
た
後

持
房
の
老
臣
の
苦
肉
の
計
に
依
っ
て
持
房
が
再
出
仕
の
目
的
を
達
し
浸
牧
の
研
頷
を
復
一
て
其
幾
分
を
籍
に
父
に
分
ち

孝
養
を
綾
け
た
迄
は
よ
か
っ
た
が
、
満
信
は
遺
勲
の
起
用
が
父
子
義
絶
を
條
件
こ
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
後
に
知
っ
て

　
　
　
　
足
利
時
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
徐
｝
第
一
號
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足
利
田
代
に
於
け
ろ
土
㌦
流
武
士
の
公
私
魔
活
　
（
三
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
賊
塩
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第
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脳
囚

以
て
の
外
の
事
こ
し
、
持
房
を
暖
し
て
持
員
に
代
へ
し
ご
し
た
事
か
ら
、
更
に
満
儒
甥
持
房
老
臣
こ
の
反
目
ご
な
っ
た
◎

此
く
の
如
き
事
は
當
時
下
剋
上
の
世
相
の
一
表
現
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
癒
仁
、
文
楽
の
内
意
は
實
は
此
種
の
家
族

餉
、
主
從
的
破
綻
に
外
な
ら
澱
こ
い
（
て
よ
い
。
大
館
氏
の
場
合
に
於
て
も
、
老
臣
は
持
論
を
擁
し
て
主
家
の
破
滅
を
流

れ
ん
が
認
め
に
頑
是
な
き
持
房
の
子
激
氏
を
囮
に
使
っ
て
辛
く
も
其
目
的
を
蓬
し
た
の
で
あ
る
Q
こ
れ
主
家
再
興
の
論

策
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
本
行
状
に
も
激
氏
の
事
を
「
嘗
獄
恩
義
心
院
、
以
興
家
者
」
ε
い
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

持
房
も
一
家
の
存
績
の
誉
め
に
は
少
く
こ
も
表
面
は
父
を
裏
切
る
事
を
辛
抱
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
満
信
の
庭

麗
に
憤
っ
た
老
臣
を
慰
め
て
彼
が
「
我
父
老
尖
、
、
不
可
動
焉
、
且
待
」
こ
い
っ
た
の
は
、
義
拘
が
義
政
の
束
由
別
業
経

螢
の
爲
め
に
塗
寺
の
叢
叢
磐
た
の
嬉
し
て
反
謝
の
聲
の
高
か
つ
豊
猟
は
馨
幾
何
も
な
か
ら
－
∴

ら
、
生
前
は
姑
く
許
せ
ご
い
っ
た
の
不
同
穣
で
、
親
思
ひ
の
遣
瀬
な
き
情
が
偲
ば
れ
よ
う
。
家
族
生
母
の
破
綻
ご
其
彌
縫

ざ
、
所
詮
は
我
家
族
主
義
の
生
ん
だ
悲
喜
劇
其
者
に
外
な
ら
ぬ
。
満
信
の
死
後
、
青
房
は
心
か
ら
謹
ん
で
其
喪
に
服
し

た
。
彼
れ
が
滋
賀
で
、
一
時
父
の
爲
め
に
見
か
へ
ら
れ
ん
ご
し
た
持
員
を
招
い
た
時
に
は
、
世
間
並
に
報
復
を
煎
へ
も

せ
ん
か
ご
正
々
に
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
彼
れ
は
意
外
に
も
弟
に
向
っ
て
何
も
恐
る
、
事
は
な
い
、
父
に
捧
げ
九
領
地
は
其

儘
卿
に
授
け
る
ご
い
っ
た
の
で
、
縫
入
は
爆
っ
て
彼
れ
が
友
愛
の
情
に
寓
ん
だ
の
に
戚
じ
た
。
義
満
の
死
後
義
持
が
父

の
晩
年
に
自
身
に
見
か
へ
ん
こ
し
た
薦
義
嗣
を
殺
し
た
の
に
比
ぶ
れ
ば
、
確
か
に
歎
賞
に
値
ひ
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

持
房
の
子
敷
幸
も
亦
父
母
に
仕
へ
て
至
孝
の
聞
こ
え
が
あ
っ
た
。



　
同
時
に
父
母
の
其
子
を
信
じ
こ
れ
を
愛
す
る
の
情
も
亦
尋
常
で
は
な
か
っ
た
◎
持
房
が
其
嫡
子
厳
選
に
甥
す
る
世
評

を
否
定
し
彼
れ
ご
生
死
を
共
に
ぜ
ん
ご
し
た
事
は
前
に
も
説
い
た
が
、
其
黒
く
て
先
立
つ
た
時
に
は
、
哀
傷
の
籐
り
、

六
宇
の
名
號
を
句
の
頭
に
置
い
た
和
歌
六
首
を
詠
じ
て
其
冥
囁
を
所
っ
て
み
る
。
敏
幸
の
死
ん
だ
璽
H
早
朝
、
偶
然
に

も
其
男
子
（
政
重
）
の
生
ま
れ
た
の
を
見
て
、
彼
れ
は
せ
め
て
も
の
慰
安
ご
し
た
こ
の
事
で
あ
る
。

　
持
房
は
珍
ら
し
く
一
夫
一
婦
主
義
の
人
で
あ
っ
た
。
彼
れ
の
妻
は
赤
松
義
則
の
孫
で
、
則
友
の
女
で
あ
る
。
家
に
あ

っ
た
頃
も
孝
友
雪
覆
で
あ
っ
た
黒
め
に
澱
父
義
則
に
愛
せ
ら
れ
た
。
一
日
義
則
が
持
房
の
父
満
信
ご
幕
府
で
逢
っ
た
時

本
発
駕
の
蔵
父
ご
父
こ
の
間
に
婚
約
が
成
立
し
た
。
赤
松
氏
は
四
職
の
「
家
で
あ
る
か
ら
、
大
館
氏
に
比
す
れ
ば
、
家
も

大
き
く
路
も
高
か
っ
た
か
ら
彼
女
の
入
獄
し
た
時
は
墾
賀
す
る
も
の
引
き
も
切
ら
な
か
っ
た
。
三
遠
琴
労
相
和
し
て
妻

の
腹
に
生
ま
れ
た
男
十
二
人
、
長
男
敢
幸
は
譲
許
が
二
十
歳
の
時
に
生
ま
れ
、
熱
量
は
四
十
歳
の
時
に
生
ま
れ
た
。
其
、

他
他
腹
の
子
と
て
は
一
人
も
な
い
。
持
房
が
恋
仁
の
臨
を
避
け
て
近
江
草
野
の
暦
仁
に
隠
れ
た
時
に
も
、
後
に
醍
醐
．

寺
に
移
っ
て
實
相
姦
に
寓
し
た
時
に
も
、
夫
妻
同
行
せ
譲
は
な
か
っ
た
。
持
房
は
資
性
嚴
格
に
過
ぎ
た
か
ら
、
子
弟
家

僕
の
罪
を
得
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
徐
う
に
其
赦
免
を
夫
に
憶
う
た
。
彼
女
は
又
彼
等
の
問
に
親
疎
愛
惜
の
隔

て
を
設
け
す
、
常
に
つ
、
ま
し
や
か
に
家
庭
の
入
ビ
な
っ
て
外
出
し
た
事
が
な
く
、
帥
就
七
生
に
詣
で
ん
こ
も
し
な
か
っ

た
か
ら
、
家
中
の
も
の
も
其
面
を
見
知
ら
漁
も
の
さ
へ
あ
っ
だ
程
で
あ
る
。
七
十
の
老
齢
に
及
ん
で
も
さ
な
が
ら
虚
女

の
如
く
、
夫
に
仕
へ
る
誠
意
は
死
に
至
る
下
侍
ら
す
、
常
に
慈
顔
を
以
て
多
く
の
子
女
に
接
し
、
彼
等
を
激
ふ
る
に
も

　
　
　
　
足
利
畔
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
祖
活
（
三
浦
）
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十
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足
利
聴
代
に
於
砕
り
る
上
流
武
士
の
公
罵
私
生
活
　
　
（
三
濾
叩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
よ
墨
型
　
　
第
一
舞
　
　
　
　
閃
工
ハ

私
情
を
交
へ
な
か
つ
だ
。
本
行
歌
の
著
者
嗣
麟
は
母
に
勤
す
る
思
掲
こ
し
て
な
つ
か
し
み
あ
る
筆
致
で
次
の
如
き
挿
話

を
も
の
し
て
み
る
。

　
癒
仁
の
働
の
突
獲
し
た
時
、
彼
れ
は
二
十
入
歳
で
あ
っ
た
が
、
其
年
の
入
月
に
彼
れ
は
磁
歪
寺
を
僻
し
、
仙
館
下
に

行
き
て
爾
親
を
見
舞
つ
た
。
程
な
く
爾
親
は
京
都
の
戦
働
を
避
け
て
近
江
の
采
邑
で
恰
好
の
避
難
瞬
た
る
草
野
に
向
ふ

事
こ
な
っ
た
か
ら
、
周
麟
は
坂
本
泡
見
途
つ
た
後
、
富
身
は
そ
こ
か
ら
其
法
音
瑞
仙
桃
源
や
横
川
景
三
が
近
江
の
市
村

に
儲
れ
て
み
る
の
を
見
舞
ひ
だ
い
こ
い
う
ご
、
老
父
は
不
機
嫌
顔
で
、
老
母
が
舟
に
乗
る
の
に
、
汝
は
何
故
手
際
は
澱

か
・
い
っ
た
・
響
聞
い
た
婆
は
轡
周
讐
向
っ
て
縛
す
行
い
て
皇
継
に
裂
が
よ
い
，
私
は
汝
が
島
島

を
得
て
私
に
物
語
っ
て
呉
れ
る
の
を
喜
ぶ
、
そ
れ
こ
そ
蓋
世
の
孝
養
で
は
な
い
か
ご
い
っ
た
の
で
、
周
麟
も
安
心
し
て

即
日
爾
親
に
別
れ
て
行
っ
た
。
こ
、
泡
書
い
た
周
麟
は
更
に
筆
を
改
め
て
、
『
痩
身
之
、
恨
無
彊
記
蹄
臼
母
、
欲
庶
幾
古

入
織
履
不
可
得
巳
」
ご
悔
恨
の
惜
を
も
ら
し
て
る
る
Q

　
彼
女
の
外
に
も
．
時
代
の
環
境
か
ら
、
此
時
代
に
は
女
丈
夫
の
短
慮
が
員
立
っ
て
見
受
け
ら
れ
る
。
本
行
駿
の
傳
へ

る
こ
こ
ろ
丈
で
見
て
も
、
持
房
の
女
で
山
名
氏
に
嫁
し
淀
も
の
、
如
き
は
、
夫
が
賊
痘
に
斌
せ
ら
れ
た
時
、
彼
女
も
其

攻
園
中
に
あ
っ
て
死
を
共
に
ぜ
ん
ご
し
た
が
、
夫
か
ら
共
に
死
す
る
は
易
く
、
嘱
子
を
育
て
、
其
後
を
嗣
が
せ
る
は
難

い
、
願
は
く
は
其
難
き
を
な
せ
こ
い
は
れ
て
思
ひ
か
へ
し
、
島
島
の
身
察
で
、
諸
子
を
峯
ゐ
乍
ら
、
園
を
突
い
て
寓
で

敵
が
來
り
迫
る
も
鳶
色
少
し
も
墾
ら
な
か
つ
だ
か
ら
、
皆
女
丈
夫
ご
止
め
た
◎
後
其
末
子
に
家
を
立
で
、
さ
せ
、
亡
夫
の



遣
託
に
酬
い
た
の
で
め
る
Q
今
参
局
の
如
き
も
、
鞠
養
の
恩
あ
る
義
政
か
ら
局
中
の
権
力
孚
よ
り
あ
ら
澱
嫌
疑
を
受
け

て
近
江
國
沖
島
へ
流
さ
れ
、
次
で
死
を
賜
は
つ
た
が
、
婦
人
ざ
錐
も
堂
自
殺
が
揖
來
ぬ
事
が
あ
ら
う
、
今
は
の
際
に
臨
…
ん

で
我
一
門
（
大
館
氏
の
事
）
を
辱
し
め
て
な
る
も
の
か
ご
、
右
手
に
刀
を
執
っ
て
腹
を
刺
し
、
左
手
で
こ
れ
を
劇
っ
だ
が
、

禽
ほ
死
に
切
れ
す
、
死
の
直
前
迄
も
生
氣
が
確
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
側
に
あ
っ
だ
三
型
の
武
士
態
も
許
否
を
捲
い
て
女

中
の
大
丈
夫
で
あ
る
ビ
い
つ
だ
こ
い
は
れ
る
。
局
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
足
利
義
政
の
政
治
ご
女
性
』
に
詳
し
く

考
量
し
て
本
誌
に
載
せ
た
か
ら
こ
、
に
は
省
略
す
る
。
（
昭
和
五
、
三
、
六
、
廣
束
に
向
ふ
途
次
、
門
司
に
寄
港
し
象
郵
船
照
國
丸
の
讃

書
室
に
て
潤
筆
）

（　．17　）

足
利
暗
代
に
於
け
る
上
流
武
士
の
公
私
生
活
　
（
三
浦
）

纂
十
山
ハ
巷
　
　
第
　
號

凶
七


